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大規模災害時における物資の輸送・荷役等に関する協定を締結しました 

 
 さいたま市では、大規模災害発生時又は発生するおそれがある場合に、さいたま市

地域防災計画に基づく物資等を円滑に輸送するために、福山通運株式会社浦和支店と

次のとおり協定を締結しました。 

 

１ 協定名 
   大規模災害時における物資の輸送・荷役等に関する協定 

 
２ 協定締結先 
   福山通運株式会社 浦和支店 

 
３ 協定の内容 
 （１）物資等の輸送に関すること 
 （２）荷役作業に関すること 
 （３）物資拠点の提供及び運営に関すること 
 （４）市が指定する物資拠点の運営及び資機材の提供に関すること 

 
４ 協定締結日 
   令和５年３月１日（水） 
   ※調印式は行いません。 
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